
白浜町農業委員会議事録 

 

１．開催日時  令和８年３月１３日（金）午後１時３０分 

 

２．閉会日時  令和８年３月１３日（金）午後２時５５分 

 

３．開催場所  富田事務所 ２階 会議室 

 

４．出席委員  １番 小野 真一  ２番 市川 博   ４番 杉谷 孫司 

５番 南 喜久治  ７番 尾﨑 義治  ８番 福田 博保 

９番 鈴木 隆文  11番 藤原 久惠  12番 山本 孝一 

13番 柏木 彰文  14番 大平 倫生 

 

５．欠席委員  ３番 清水 哲治  ６番 後呂 豊   10番 木戸 孝  

 

６．事 務 局  局長 古守 繁行  係長 柳原 克彰  主査 赤井 志央  

主事 前田 大輔  主事 大仲 絢 

 

７．議事日程  開会 

議事録署名委員の指名 

        議事 

議案第１２号 農地法第３条の規定による許可について 

議案第１３号 農地法第５条の規定による許可について 

議案第１４号 農地転用事業計画変更承認申請について 

議案第１５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第１６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による農

用地利用集積等促進計画の案について 

その他 

８.会議の概要 

○○局長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。定刻となりましたので、只今から 3月の農業委員会を開催

させていただきたいと思います。それでは早速ですけれども、会長にご挨拶をい

ただきまして、引き続き議長として会議を進めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、委員会にご出席をいただきまして誠に

ありがとうございます。それでは、只今より会議に入らせていただきたいと思い

ます。本日の会議に際して、事前に欠席届をいただいております委員さんは、3

番の清水 哲治委員、6番の後呂 豊委員、10番の木戸 孝委員でございます。

また、本日は、白浜・西富田地区、南白浜地区、北富田地区、富田地区、椿地区、
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○○委員 

 

 

○○係長 

 

 

○○委員 

 

日置地区、大古・矢田・安宅・塩野地区、田野井・口ケ谷地区、三舞地区、川添

地区の推進委員さんに出席いただいております。それから、本日の議事録の署名

委員を指名させていただきます。2 番の市川 博委員と 13 番の柏木 彰文委員

を本日の議事録署名委員に指名いたします。よろしくお願いいたします。 

  

はい。 

 

 

それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。議案第 12 号 農地法

第 3 条の規定による許可につきまして上程いたします。2 番、3 番につきまして

は○○委員が当事者でございますので、まず、1番につきましてご審議いただき

たいと思います。事務局から説明願います。 

 

はい。議案第 12 号 農地法第 3 条の規定による許可につきましてご報告いた

します。議案書の 1ページをお願いいたします。番号 1。申請地は○○外 3筆で、

地目は○○と○○の台帳が田、それ以外が畑、現況は全て畑、面積は合計○○㎡

です。譲渡人は○○の○○さん○○歳で、譲受人は○○の○○さん○○歳です。

所有権の移転で、譲受人の○○さんの耕作面積は○○㎡です。申請理由は、譲渡

人においては当該地を相続により取得しましたが、転勤が多く、農業従事者では

ないため維持管理が困難で、隣接する住宅と共に売却したいと考えたことから本

申請に至りましたとのことで、譲受人においては小規模の農業ができる一戸建て

の物件を探していたところ、譲渡人と意向が合致したため、本申請に至りました

とのことです。補足です。農作業歴はありませんが、草刈機、耕運機を購入し、

同居の 62 歳の母が主になって葉物野菜などを栽培される予定とのことです。ま

た、書類を精査したところ、いずれも農地法第 3条第 2項の各号の許可出来ない

基準には該当していないため、許可基準の要件を全て満たしております。精査内

容は、「取得後、農地を利用すること」、「機械・労働力」、「通作距離」など

でございます。以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

事務局からの説明が終わりました。1番につきましては、○○区でございます。

○○委員のご意見をお伺いします。 

 

隣接する住宅を購入するようですが、いつ頃から転居するかは聞いています

か。 

 

  いつから住むかは聞いていません。隣の農地と一緒に購入して、許可が下りて

から転居されるかと思います。 

 

はい。分かりました。 
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議長 

 

全員 

 

議長 

 

他の委員さん方のご意見はございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、議案第 12 号の

1 番につきましては、申請通り承認いたします。続きまして、議案第 12 号の 2

番、3 番について、ご審議いただきたいと思います。○○委員が当事者となって

おりますので、退席をお願いいたします。～○○委員、退席した。～それでは、

2件ございますが、一括して事務局より説明願います。 

 

はい。議案書の 2ページをお願いいたします。番号 2。申請地は○○外 1筆で、

地目は台帳、現況ともに田、面積は合計○○㎡です。譲渡人は○○の○○さん○

○歳で、譲受人は○○の○○さん○○歳です。所有権の移転で、譲受人の○○さ

んの耕作面積は○○㎡です。申請理由は、譲渡人においては当該地を維持管理す

ることが困難であり、手放したいと考えたため、本申請に至りましたとのことで、

譲受人においては当該地の隣接地を耕作しており、規模を拡大したいと考えたた

め、本申請に至りましたとのことです。 

続きまして、議案書の 3ページをお願いいたします。番号 3。申請地は○○で、

地目は台帳、現況ともに田、面積は○○㎡です。譲渡人は○○の○○さん○○歳

で、譲受人は○○の○○さん○○歳です。所有権の移転で、譲受人の○○さんの

耕作面積は○○㎡です。申請理由は、譲渡人においては当該地を維持管理するこ

とが困難であり、手放したいと考えたため、本申請に至りましたとのことで、譲

受人においては当該地の隣接地を耕作しており、規模を拡大したいと考えたた

め、本申請に至りましたとのことです。また、書類を精査したところ、いずれも

農地法第 3条第 2項の各号の許可出来ない基準には該当していないため、許可基

準の要件を全て満たしております。精査内容は、「取得後、農地を利用すること」、

「機械・労働力」、「通作距離」などでございます。以上です。ご審議よろしく

お願いいたします。 

 

事務局からの説明が終わりました。2 番、3 番につきましては、○○区でござ

います。○○委員のご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 

 

他の委員さん方のご意見はございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、議案第 12 号の

2 番、3 番につきましては、申請通り承認いたします。それでは、○○委員に着



 

 

 

 

○○係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

○○委員 

 

議長 

 

○○委員 

席していただきます。～○○委員、着席した。～続きまして、議案第 13 号 農

地法第 5条の規定による許可について上程いたします。2件ございますが、一括

して事務局より説明願います。 

 

はい。議案第 13 号 農地法第 5 条の規定による許可についてご説明いたしま

す。議案書の 4ページをお願いいたします。番号 1。申請地は○○で、地目は台

帳、現況ともに畑、面積は○○㎡です。譲渡人は○○の○○さん○○歳で、譲受

人は○○の○○さん○○歳です。所有権移転を伴います駐車場用地への転用申請

です。申請理由は、譲渡人においては当該地を相続により取得しましたが、遠方

に居住しており耕作や維持管理が困難であることから、本申請に至りましたとの

ことで、譲受人においては当該地は居宅の向かいに位置しており、駐車場用地と

して使用したいと考えたため、本申請に至りましたとのことです。なお、3ｍ以

内に隣接する農地所有者の同意書及び水利組合の承諾書が添付されています。本

申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地であ

ることから第 2種農地に該当いたします。 

続きまして、議案書の 5ページをお願いいたします。番号 2。申請地は○○外

1 筆で、地目は台帳、現況ともに畑、面積は合計○○㎡です。貸人は○○の○○

さん○○歳で、借人は○○の○○です。賃借権の設定による現場事務所及び駐車

場への 3 年間の一時転用申請です。申請理由は、貸人においては遠方に居住して

いるため維持管理が困難であり、借人が使用することにより管理して頂けること

から、本申請に至りましたとのことで、借人においては当該地を工事施工に伴い

必要となる現場事務所及び駐車場として使用したいと考えたため、本申請に至り

ましたとのことです。なお、3ｍ以内に隣接する農地所有者の同意書及び水利組

合の承諾書が添付されています。本申請地の農地区分は、農業公共投資の対象と

なっていない生産性の低い農地であることから第 2種農地に該当いたします。ま

た、書類を精査したところ、いずれも農地法第 5条第 2項の各号の許可出来ない

基準には該当していないため、許可基準の要件を全て満たしております。精査内

容は、「資力・信用」、「計画面積の妥当性や土地の利用見込み」、「転用行為

の確実性」などです。現地の状況を写真でご説明いたしますので、前方のスクリ

ーンをご覧ください。～スライド説明した。～ 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

事務局からの説明が終わりました。1番につきましては、○○区でございます。、

○○委員のご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 

 

2 番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺いします。 

 

以前から駐車場のようになっていまして、今度の工事関係とのことで、異議ご



 

 

議長 

 

全員 

 

議長 
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ざいません。 

 

他の委員さん方のご意見はございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、議案第 13 号に

つきましては、申請通り承認いたします。続きまして、議案第 14 号農地転用事

業計画変更承認申請について、及び議案第 15 号農地法第 5 条の規定による許可

申請について上程いたします。いずれも 3件ございますが、同時申請となってお

りますので、一括してご審議いただきたいと思います。事務局より説明願います。 

 

はい。議案第 14 号農地転用事業計画変更承認申請について、及び議案第 15号

農地法第 5条の規定による許可申請についてご説明いたします。議案第 14号は、

農地転用の許可を受けた後、許可に係る目的を達成することが困難となり、当該

事業計画を変更しようとする場合などで許可権者の承認を受けることが必要と

なるものです。また事業計画変更にあたって、当該申請に係る土地の権利の設定

又は移転を伴う場合には、農地転用許可申請を要するとのことですので、議案第

15 号を同時に申請していただきました。それでは、議案書の 6ページ、7ページ

をお願いいたします。議案第 14号番号 1。申請地は、○○外 13 筆で、地目は台

帳が田、現況が畑、面積は合計○○㎡です。貸人は、○○の○○さん○○歳で、

借人は、○○の○○です。使用貸借権の設定です。計画の変更内容は、残土搬入

量 12,045 ㎥の減、及び一時転用期間の 5 年間延長です。当初の許可日及び許可

番号は、令和 5 年 5 月 1 日白農委指令第 055013 号、変更理由は、県の河川事業

及び道路改良工事に伴う残土の受け入れを予定していたが、コスト縮減のため現

場内処理となり、残土処理場の事業の完成が遅れたためとのことです。 

続いて 10ページ、11 ページをお願いします。期間延長にかかる転用申請です。 

議案第 15 号番号 1。使用貸借権の設定による残土処分場への 5 年間の一時転用

申請です。申請理由は、貸人においては当該地を埋め立て及び整地後に梅畑とし

て利用する計画でしたが、一時転用期間の延長の申し出があったため、本申請に

至りましたとのことで、借人においては当該地を残土処理場として貸借していま

したが、工事の都合等により一時転用期間を延長したいため、本申請に至りまし

たとのことです。なお、3ｍ以内に隣接する農地所有者の同意書が添付されてい

ます。該当する土地改良区、水利組合はございません。本申請地の農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地であることから第 2 種農

地に該当いたします。 

続きまして、議案書の 8ページをお願いいたします。議案第 14号番号 2。申請

地は、○○外 4筆で、地目は台帳が田、現況が畑、面積は合計○○㎡です。貸人

は、○○の○○さん○○歳で、借人は、○○の○○です。使用貸借権の設定です。

計画の変更内容は、残土搬入量 12,045 ㎥の減、及び一時転用期間の 5 年間延長



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 
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です。当初の許可日及び許可番号は、令和 5年 5月 1日白農委指令第 055014 号、

変更理由は、県の河川事業及び道路改良工事に伴う残土の受け入れを予定してい

たが、コスト縮減のため現場内処理となり、残土処理場の事業の完成が遅れたた

めとのことです。 

続いて 12ページをお願いします。期間延長にかかる転用申請です。議案第 15

号番号 1。使用貸借権の設定による残土処理場への 5年間の一時転用申請です。

申請理由は、貸人においては当該地を埋め立て及び整地後に梅畑として利用する

計画でしたが、一時転用期間の延長の申し出があったため、本申請に至りました

とのことで、借人においては当該地を残土処理場として貸借していましたが、工

事の都合等により一時転用期間を延長したいため、本申請に至りましたとのこと

です。なお、本申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性

の低い農地であることから第 2種農地に該当いたします。 

続きまして、議案書の 9ページをお願いいたします。議案第 14号番号 3。申請

地は、○○外 2筆で、地目は台帳が田、現況が畑、面積は合計○○㎡です。貸人

は、○○の○○さん○○歳で、借人は、○○の○○です。使用貸借権の設定です。

計画の変更内容は、残土搬入量 12,045 ㎥の減、及び一時転用期間の 5 年間延長

です。当初の許可日及び許可番号は、令和 5年 5月 1日白農委指令第 055015 号、

変更理由は、県の河川事業及び道路改良工事に伴う残土の受け入れを予定してい

たが、コスト縮減のため現場内処理となり、残土処理場の事業の完成が遅れたた

めとのことです。 

続いて 13ページをお願いします。期間延長にかかる転用申請です。議案第 15

号番号 3。使用貸借権の設定による残土処理場への 5年間の一時転用申請です。

申請理由は、貸人においては当該地を埋め立て及び整地後に梅畑として利用する

計画でしたが、一時転用期間の延長の申し出があったため、本申請に至りました

とのことで、借人においては当該地を残土処理場として貸借していましたが、工

事の都合等により一時転用期間を延長したいため、本申請に至りましたとのこと

です。なお、本申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性

の低い農地であることから第 2種農地に該当いたします。また、書類を精査した

ところ、いずれも農地法第 5条第 2項の各号の許可出来ない基準には該当してい

ないため、許可基準の要件を全て満たしております。精査内容は、「資力・信用」、

「計画面積の妥当性や土地の利用見込み」、「転用行為の確実性」などです。現

地の状況を写真で説明いたしますので、前方のスクリーンをご覧ください。～ス

ライド説明した。～以上です。ご審議よろしくお願い致します。 

 

事務局からの説明を終わります。議案第 14 号 1 番から 3番及び議案 15 号 1番

から 3番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺いしま

す。 

 

  定期的に現場を見に行っているので、工事が遅れていると思っていましたが、

特に異議ございません。ただ、教えて欲しいのですが、今回は 5年間の延長とい
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○○委員 

 

 

 

 

○○係長 

うことですが、5年後にまた延長することはあるのでしょうか。推進委員として

今回の場合のように一時転用された農地について、定期的に状況確認を行うとき

に、どのような意思で見ればいいのでしょうか。 

 

  当初の許可から 3年経過しまして、約 26,000 ㎥入りまして、残り約 24,000 ㎥

となります。5 年もあればすべて埋まるかと思います。もともと久木のトンネル

工事の残土搬入を計画してましたが、現場内処理に変更になり、今後の搬入予定

として、城川の浚渫工事や県道上富田すさみ線の道路改修工事、日置川の河川改

修工事など、県の工事が予定されており、その残土搬入を計画しています。現時

点で返還されて梅を植えた場合、水に浸かってしまい返された方も困ることにな

りますので、延長せざるを得ないかと思います。推進委員等には定期的に農地を

見ていただいて、おかしな所があれば、事務局まで相談して頂くようによろしく

お願いいたします。 

 

  続いての質問なのですが、県の河川改修の工事予定ですが、地区は何も聞いて

ないのですが。 

 

  厳密に言いますと、毎年 2月 3月くらいに来年度の予算に計上され、工事予定

を決めていくと考えますが、現時点ではどこを工事するかは公表されてません。

全体的な計画を見ると、日置川や城川の河川工事があり、どの年にするかは分か

りません。 

 

  見通しがないことに対して公の団体である農業委員会が許可を出すというこ

とは、お墨付きを与えることになるのではないですか。許可後は何も言えなくな

ります。やめさせて頂きたいです。 

 

ご意見も分かるのですが、行政は予算が下りないと地元に説明出来ません。例

えば、林道にしても 5 年 10 年の中でどれくらいやっていくかを計画しますが、

国の補助金が削減される等、色々な状況の変化があります。最近の事例を挙げま

すと、能登の地震により計画が後ろ倒しになっている事業もあります。今回の件

につきましても、現時点で県が嘘の計画をしているわけではございませんので、

ある程度は認めていかなければならないと思いますので、ご理解お願いいたしま

す。 

 

  今回の件で残土処理場として一時転用した後、そのまま梅を植えるのであれば

一時転用ではなく、土地の造成だと思うのですが。一時転用の場合は、一時的に

その土地に土砂を仮置きし、最後は元の状態に戻すことを指すと考えますが、梅

はどのように植える計画ですか。 

 

梅は残土搬入により埋め立てた状態で植える予定です。 
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一時転用は許可条件が緩いが、これほどの面積を造成する場合は開発許可が必

要になるのではないでしょうか。 

 

  今回の一時転用は、農地を一時的に別のものにした後、農地に戻すということ

であり、元の農地の状態に戻すわけではありません。 

 

  本来の一時転用の意味合いは、元の状態に戻すことであり、現況が元に戻らな

いのであれば、開発許可が必要になると思います。川の幅員を減少させることに

もなるので、通常このようなことはできないと思うのですが。 

 

  元々は形状変更の申請があったところ、県の指導により一時転用で扱うことに

なった経緯があります。また、土砂の搬入に関して田辺保健所にも同時申請が必

要ですので、県の内部でも本件の一時転用について、共有されているものと思い

ます。 

 

  今回の手続きに関して、開発許可等が必要かどうかは業者側が確認することで

あり、農地法関連における手続きでは一時転用として扱うとのことでございま

す。前回の審議においても同じことを議論し、1ヶ月審議を延ばして計画の確実

性や県の指導を踏まえた手続きをとってきた経過があります。3 年間事業を進め

て残り約 24,000 ㎥という状況ですので、承認せざるを得ないのではないかと事

務局としては考えております。 

 

  それでよいと思います。埋め立てて梅畑として利用できるようにした方がよい

と思います。 

 

ありがとうございます。それでは、異議なしとのことでございますので、議案

第 14号につきましては、申請通り承認いたします。続きまして、議案第 15号に

つきましては、申請通り承認いたします。続きまして、議案第 16 号 農地中間

管理事業の推進に関する法律第 19 条の規定による農用地利用集積等促進計画の

案について上程いたします。なお、4番は○○委員、18 番は○○委員が当事者で

ございますので、まず、4番、18番以外につきましてご審議いただきたいと思い

ます。事務局から説明願います。 

 

はい。議案第 16号 農地中間管理事業の推進に関する法律第 19条の規定によ

る農用地利用集積等促進計画の案についてご説明いたします。これは「農用地利

用集積等促進計画案」について、町長より本委員会の意見を求められた案件でご

ざいます。それでは、議案書 14 ページから 20 ページをお願いいたします。促進

計画の概要をご説明いたします。利用権設定件数は 21 件、92筆で、面積は合計

○○㎡となっております。また、番号 10と 11 が賃借権、それ以外が使用貸借権



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の設定で、和歌山県農業公社が利用権設定で借り受けた後、農地中間管理事業に

より貸し付けを行うことになります。なお、番号 10 と 11 は、貸し手と貸付先が

同じですが、地域計画内外で契約を分けることになりますので、別にしておりま

す。 

続きまして、詳細についてご説明いたします。議案書の 21 ページをお願いい

たします。番号 1。申請地は○○で、現況地目は田、面積は○○㎡です。貸し手

は○○の○○さん○○歳で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月

1日から 7年間の使用貸借権の再設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 22 ページをお願いいたします。番号 2。申請地は○○

で、現況地目は田、面積は○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、貸付

先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 3 年間の使用貸借権の再

設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 23 ページをお願いいたします。番号 3。申請地は○○

で、現況地目は田、面積は○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、貸付

先は○○の○○さん○○歳です。令和 8 年 5 月 1 日から 10 年間の使用貸借権の

新規設定で、利用目的は水稲栽培です。補足です。これまでは、○○さんが貸付

先でしたが、更新の機会に○○さんに変更されるとのことですので、新規設定と

しています。 

続きまして、議案書の 25ページをお願いいたします。番号 5。申請地は○○外

1 筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○

○歳で、貸付先は○○の○○です。令和 8 年 5 月 1 日から 10 年間の使用貸借権

の再設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 26ページをお願いいたします。番号 6。申請地は○○外

3 筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○

○歳で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 5年間の使

用貸借権の新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 27 ぺージをお願いいたします。番号 7。申請地は○○

で、現況地目は田、面積は○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、貸付

先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 5 年間の使用貸借権の新

規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 28ぺージをお願いいたします。番号 8。申請地は○○外

2 筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○

○歳で、貸付先は○○の○○です。令和 8年 5月 1日から 3年間の使用貸借権の

新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 29ページをお願いいたします。番号 9。申請地は○○外

3 筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○

○歳で、貸付先は○○の○○です。令和 8年 5月 1日から 3年間の使用貸借権の

新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 30ページから 32ページをお願いいたします。番号 10。

申請地は○○外 13 筆で、現況地目は全て畑、面積は合計○○㎡です。貸し手は



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○の○○さん○○歳で、貸付先は○○の○○です。令和 8 年 5 月 1 日から 25

年間の賃借権の新規設定で、利用目的は梅栽培です。 

続きまして、議案書の 33ページから 35ページをお願いいたします。番号 11。

申請地は○○外 31 筆で、現況地目は○○と○○が畑で、それ以外が田、面積は

合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、貸付先は○○の○○です。

令和 8 年 5 月 1 日から 25 年間の賃借権の新規設定で、利用目的は梅と野菜栽培

です。 

続きまして、議案書の 36ページをお願いいたします。番号 12。申請地は○○

で、現況地目は田、面積は○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、貸付

先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 5 年間の使用貸借権の新

規設定で、利用目的は水稲栽培です。補足です。相対による使用貸借権の更新で

すが、農地中間管理事業としては初めてですので、新規設定としています。 

続きまして、議案書の 37ページをお願いいたします。番号 13。申請地は○○

で、現況地目は田、面積は○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、貸付

先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 5 年間の使用貸借権の新

規設定で、利用目的は水稲栽培です。補足です。相対による使用貸借権の更新で

すが、農地中間管理事業としては初めてですので、新規設定としています。 

続きまして、議案書の 38ページをお願いいたします。番号 14。申請地は○○

で、現況地目は田、面積は○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、貸付

先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 5 年間の使用貸借権の新

規設定で、利用目的は水稲栽培です。補足です。相対による使用貸借権の更新で

すが、農地中間管理事業としては初めてですので、新規設定としています。 

続きまして、議案書の 39ページをお願いいたします。番号 15。申請地は○○

外 4筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん

○○歳で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 3年間の

使用貸借権の新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 40ページをお願いいたします。番号 16。申請地は○○

外 4筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん

○○歳で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 6年間の

使用貸借権の新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 41ページをお願いいたします。番号 17。申請地は○○

外 2筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん

○○歳で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8 年 5 月 1 日から 10 年間

の使用貸借権の新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 43ページをお願いいたします。番号 19。申請地は○○

外 3筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん

○○歳で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 3年間の

使用貸借権の新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 44ページをお願いいたします。番号 20。申請地は○○

外 1筆で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん
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議長 

 

 

○○歳で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8年 5月 1日から 4年 9か

月間の使用貸借権の新規設定で、利用目的は水稲栽培です。 

続きまして、議案書の 45ページをお願いいたします。番号 21。申請地は○○

で、現況地目は全て畑、面積は○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳で、

貸付先は○○の○○です。令和 8年 5月 1日から 5年間の使用貸借権の新規設定

で、利用目的は野菜栽培です。補足です。相対による使用貸借権の更新ですが、

農地中間管理事業としては初めてですので、新規設定としています。また、書類

を精査したところ、いずれも農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 5

項の各要件を満たしております。以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

事務局からの説明が終わりました。1番につきましては、○○区ですが、○○

ですので、○○委員のご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 

 

2 番、3 番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺い

します。 

 

2 番についてですが、利用目的が水稲になっていますが、この方はずっと野菜

栽培をしていまして、水稲は作らないと思うのですが。 

 

書類を作成する際に聞き取りをしたところ、水稲を耕作すると聞いていたの

で、そのとおり作成していますが、利用目的をもう一度確認します。 

   

どちらもするのであれば、付け加えていただければ問題ないと思います。 

 

利用目的のところに野菜も付け加えるか確認させていただきます。 

 

5 番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 

 

6 番、7 番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺い

します。 

 

異議なし。 

 

8 番、9 番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺い

します。 
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○○委員 

 

異議なし。 

 

10 番、11 番につきましては、○○で、また 11番はそれに○○がありますので、

それぞれの区域の委員さんにお伺いします。まず○○委員のご意見をお伺いしま

す。 

 

異議なし。 

 

次に○○委員のご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 

 

次に○○委員のご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 

 

12 番から 14番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお

伺いします。 

 

異議なし。 

 

15 番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺いしま

す。 

 

異議ありませんが、中間管理事業の合意解約後は売買をされると聞いていたは

ずですが、どういった話になっているのでしょうか。 

 

補足になりますが、2 月の会議で報告第 4 号農地使用貸借の合意解約の番号 2

で借り手が○○委員で令和 7 年 12 月 31 日付けで解約した旨報告したところで

す。当時は売却する意向でしたが、○○さんから大型の農機具を購入するにあた

って、土地の購入は少し待ってほしいと話があったようですので、一旦、利用権

設定をすることになったと伺っています。 

 

分かりました。 

 

16 番、17 番、19 番、20 番につきましては、○○区でございます。○○委員の

ご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 
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21 番につきましては、○○区でございます。○○委員のご意見をお伺いしま

す。 

 

異議なし。 

 

他の委員さん方のご意見はございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、議案第 16 号の

1番から 3 番、5番から 17 番、19 番から 21 番につきまして、計画の案を承認い

たします。続きまして、議案第 16 号の 4 番についてご審議いただきたいと思い

ます。○○委員が当事者となっておりますので、退席をお願いいたします。～○

○委員、退席した。～それでは、事務局より説明願います。 

 

はい。議案書の 24 ページをお願いいたします。番号 4。申請地は○○外 1 筆

で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳

で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8 年 5 月 1 日から 10 年間の使用

貸借権の再設定で、利用目的は水稲栽培です。また、書類を精査したところ、い

ずれも農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 5 項の各要件を満たして

おります。以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

事務局からの説明が終わりました。4番につきましては、○○区でございます。

○○委員のご意見をお伺いします。 

 

異議なし。 

 

他の委員さん方のご意見はございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、議案第 16 号の

4 番につきまして、計画の案を承認いたします。それでは、○○委員に着席して

いただきます。～○○委員、着席した。～続きまして、議案第 16 号の 18番につ

いてご審議いただきたいと思います。○○委員が当事者となっておりますので、

退席をお願いいたします。～○○委員、退席した。～それでは、事務局より説明

願います。 

 

はい。議案書の 42 ページをお願いいたします。番号 18。申請地は○○外 3筆

で、現況地目は全て田、面積は合計○○㎡です。貸し手は○○の○○さん○○歳
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で、貸付先は○○の○○さん○○歳です。令和 8 年 5 月 1 日から 10 年間の使用

貸借権の新規設定で、利用目的は水稲栽培です。また、書類を精査したところ、

いずれも農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 5 項の各要件を満たし

ております。以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

事務局からの説明が終わりました。18 番につきましては、○○区でございま

す。○○委員のご意見をお伺いします。 

 

○○さんがご高齢になり、最近は足が悪くなられまして、農業するのが難しい

と思っていたところお話しを聞きました。先日、田んぼを見に行って○○さんに

耕作してもらえるようで有難いです。しかし、○○の小さい三角の土地は水稲に

は難しいと思いますが、きちんと草刈りしていただければ、異議ありません。 

 

他の委員さん方のご意見はございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、議案第 16号 18

番につきまして、計画の案を承認いたします。それでは、○○委員に着席してい

ただきます。～○○委員、着席した。～以上で、予定しておりました議案は全て

終了いたしました。続きまして、その他の事項について、事務局より報告願いま

す。 

  

はい。 

～農業委員・農地利用最適化推進委員活動報告書の提出について、依頼した。～ 

～令和 7 年度後期分報酬の支払いについて、説明した。～ 

最後になりますが、総務課よりご説明がございます。～総務課、東洋ライス株

式会社、説明した。～ 

 

他に何かご意見等はございませんか。 

 

意見なし。 

 

なければ、最後になりましたが、○○局長が、3月末で定年退職とのことです。

当委員会局長としては平成27年 4月 1日より11年の長きに渡りご尽力賜りまし

た。○○局長より一言頂きたいと思います。～○○局長、あいさつした。～ 

 

ありがとうございました。○○局長におかれましては、ご定年おめでとうござ

います。今までのご功労に敬意を表するとともに、健康に留意され、これから益々

ご活躍されることを祈りつつ、あらためて、これまでのご厚意に感謝申し上げま



 

 

 

 

全員 

 

議長 

 

す。ありがとうございます。それでは、次回の委員会につきましては、令和 8年

4月 10 日（金）午後 1時 30 分から富田事務所 2階 会議室での開催を予定して

おります。本日はこれで委員会を終了したいと思いますが、いかがですか。 

 

異議なし。 

 

以上をもちまして、委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

  ～大平会長は、午後 2時 55 分に閉会を宣言した。～ 

 

この議事録は事務局が記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためにここ

に署名する。 
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※署名については、原本に行っています。 

 


